
自動車整備作業について国土交通大臣が告示で定める基準
～技能実習法施行規則案に規定する事業所管大臣告示～

・技能実習法が平成29 年11月1 日から施行。
・技能実習法施行規則（厚生労働省令、法務省令）において、事業所管大臣が、技能実習の内容
の基準等について、特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて、法務大臣及び厚生労働大臣に
協議の上で、告示で定めることができることとされている。

→ 自動車整備作業については、自動車の安全に関わるものであるため、技能実習を行わせる体
制の基準等を定めた。

１）技能実習の内容に関する基準
入国前講習又は入国後講習のいずれかにおいて、自動車整備作業に関する講習（国土交通大臣が指定

する教材を使用して、自動車整備作業に関する基礎的な知識を修得させる。）を実施すること。

２）技能実習を行わせる体制の基準
① １～３年目の外国人技能実習生を指導する技能実習指導員は、三級自動車整備士の技能検定などに
合格した者であること。

② ４，５年目の外国人技能実習生を指導する技能実習指導員は、二級自動車整備士の技能検定などに
合格した者であること。

③ 技能実習を行わせる事業所は自動車分解整備事業の認証を受けた事業場であること。

３）監理団体の業務の実施に関する基準
技能実習計画の作成の指導は、三級自動車整備士の技能検定などに合格した者であること。
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